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はじめに 

 

 

あか村まち・ひと・しごと創生総合戦略は、平成26年12月に策定された国の「長期ビジョン」及び

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、本村の人口の緩やかな減少から増加を図りつつ、地域

の自立的かつ持続的な活性化に向けた「現状の分析と課題」、「めざす将来像」、そして「最初の５

年間の基本的な取組方向と取組項目」を示し第１期計画として対策を講じてきました。 

 

このような中、今回「第２期あか村まち・ひと・しごと創生総合戦略及びあか村人口ビジョン」を策定

致しました。国の長期ビジョンを踏まえ「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」、「地

方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」、「結婚・出産・子育ての希望をかなえ

る」、「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」政策目標に加え「地方とのつな

がりの構築」や「多様な人材の活躍を推進する」、「新しい時代の流れを力にする」などの横断的な目

標も取り入れ取りまとめを行ったところです。 

 

政策分野の事業ごとに目標設定を行い、事業の効果についてしっかりと検証を行いＫＰＩ、ＫＧＩを

定め実効性の高い戦略を策定できたものと考えております。 

 

また、源じいの森、赤村特産物センターを中心とした観光施策を更に展開するとともに、小中一貫

教育の推進、教育政策の充実などにも力を入れ取り組んでいきます。 

 

今後、この総合戦略を着実に進めることで、人口減少に歯止めをかけ、将来にわたり明るい未来

と持続可能なむらづくりをより一層努めてまいりたいと考えております。 

 

村民の皆様がこれらの趣旨をご理解いただき赤村発展のため積極的な御協力を希求するもので

あります。 

 

結びに、「第２期あか村まち・ひと・しごと創生総合戦略あか村人口ビジョン」の策定にあたり、貴

重なご意見やご提言をいただきました皆様に対しまして、心から御礼を申し上げます。 

 

 

赤村長  道  廣 幸 
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第１章 人口ビジョン改定にあたって 

 

１ 国の長期ビジョン策定の背景と目的 
 

（１）国の長期ビジョンの趣旨 
 

人口減少は、「静かなる危機」と呼ばれるように、日々の生活においては実感しづらいも

のがあります。しかし、このまま続けば人口は急速に減少し、その結果、将来的には経済規

模の縮小や生活水準の低下を招き、究極的には国としての持続性すら危うくなると考えら

れています。 

このため、国は 2014 年に、日本の人口の現状と将来の姿を示し、人口減少をめぐる問題

に関する国民の認識の共有を目指すとともに、今後、目指すべき将来の方向を提示するこ

とを目的として、長期ビジョンを策定しました。 

その後の国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計では、当時よ

り人口減少のスピードはやや遅くなっているものの、決して危機的な状況が変わったわけ

ではありません。 

今般、国はこの困難な課題に国と地方公共団体の全ての関係者が力を合わせて取り組ん

でいけるよう長期ビジョンを改訂しました。 

 

（２）計画策定の経緯 
 

まち・ひと・しごと創生に関しては、まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136

号）が制定され、平成 26 年 12 月 27 日に、日本の人口の現状と将来の展望を提示する「国

の長期ビジョン」及び今後５か年の国の施策の方向を提示する「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」（以下「国の総合戦略」という。）が閣議決定されました。 

これを受けて、地方公共団体においては、国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案して、

地方公共団体における人口の現状と将来の展望を提示する「地方人口ビジョン」及び、地

域の実情に応じた今後５か年の施策の方向を提示する都道府県まち・ひと・しごと創生総

合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に努め、対策を講じてきました。 

本村においても、第１期のまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定後の経過と評価を踏

まえて、むらの人口の動向と現状を分析し、人口に関する地域住民の認識を共有し、今後

目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示するため、「第２期赤村まち・ひと・しごと

創生人口ビジョン」（以下「人口ビジョン」という。）を策定します。 
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資料：厚生労働省「人口動態統計」 
昭和 平成 

（３）人口問題をめぐる現状と見通し 
 

  ①加速する人口減少 

 

国の出生数・出生率は、いわゆる第二次ベビーブーム（昭和 46 年～49 年）と呼ばれ

た 1970 年代半ばから長期的に減少し続けています。 

また、一人の女性が一生に産む子どもの平均数を示す合計特殊出生率は、昭和 50（1975）

年以降、人口置換水準（人口を長期的に一定に保てる水準）の 2.07を下回る状態が約 40

年間続いています。 

 

 

これまで、少子化が進行しながらも、ベビーブーム世代という大きな人口の塊があっ

たために、出生率が下がっても出生数が大きく低下しなかったことや、平均寿命が伸び

たことによって死亡数の増加が抑制されていたことにより、日本の総人口は長らく増加

を続けてきました。しかしながら、この「人口貯金」とも呼ばれる状況が、時代が推移す

る中でついに使い果され、2008 年をピークに日本の総人口は減少局面に入り、2018 年

10 月１日時点の総人口は１億 2,644 万３千人、2018年の出生数は 1899 年の調査開始以

来最低の 91 万８千人を記録しました。いったん、人口が減少し始めると、減少スピード

は今後加速度的に高まっていきます。社人研「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」

（以下「将来推計人口（平成 29年推計）」という。）の出生中位（死亡中位）推計による

と、2020 年代初めは毎年 50 万人程度の減少ですが、それが 2040 年代頃には毎年 90 万
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【総人口の推移と将来推計】 

人程度の減少スピードにまで加速すると推計されています。 

 

 

②人口減少の地方から都市部への広がり 

 

社人研「日本の地域別将来

推計人口（平成 30 年推計）」

（以下「地域別将来推計人口

（平成 30 年推計）」という。）

によると、各市区町村2015年

の総人口を 100 としたとき、

2045 年に指数が 100 を超え

る、すなわち 2015 年より総

人口が増えるのは 94 市区町

村（全市区町村の 5.6％）と推

計されています。残る 1,588

市区町村（94.4％）は指数が 100 未満となっています。このうちの 334 市区町村（19.9％）

では指数が 50 未満、すなわち 2015 年に比べて総人口が半分を下回ると推計されています。  

【2045 年における総人口の指数別市区町村数と割合】 

2008 年にピーク 

12,808 万人 

高齢化率 22.1% 

 

 

 

2018 年 

12,644 万人 

高齢化率 28.1% 

 

 

 

2060 年 

9,284 万人 

高齢化率 38.1% 

 

 

 

2100 年（中位推計） 

5,972 万人 

高齢化率 38.3% 

 

 

 

実績（1960～2018 年） 
 

「将来推計人口（平成 29年度推計）」（出生中位（死亡中位）） 

年間 50 万人程度減少 

年間 90 万人程度減少 
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２ 人口減少問題に取り組む意義 
 

（１）人口減少に対する危機感の高まり 
 

人口問題に対する国民の意識と政府の基本姿勢は、時代の推移によって大きく変わって

きました。かつては出生率が低下を続けていたにもかかわらず、これが直ちに人口減少に

結び付かなかったこともあり、人口減少に対する国民の関心は必ずしも高くありませんで

した。しかしながら、民間機関が 2014 年５月に発表した「消滅可能性」に関する分析結

果は、多くの地方公共団体や地方関係者に強い衝撃を与え、人口減少に対する危機感が高

まることになりました。全国知事会は、同年７月に「少子化非常事態宣言」を発し、その

後は、少子化対策に関する提言を度々行っています。内閣府が 2014 年８月に実施した世

論調査においては、９割以上の国民が「人口減少は望ましくない」と答えており、「政府

は人口減少の歯止めに取り組んでいくべき」とする回答は７割を超えています。また、民

間調査会社が 2019 年に実施した調査によると、人口減少を実感していると回答した者は

回答者全体の約４割でしたが、人口５万人未満の都市における回答者では、約３分の２が

人口減少を実感していると回答しています。地域差はあるものの、人口減少に対する意識

や危機感は、国民の間に徐々に浸透してきています。 

 

（２）人口減少が地域経済社会に与える影響 
 

人口減少と高齢化の進行は経済社会に悪影響を及ぼすこととなります（人口オーナス）。

総人口の減少と高齢化によって「働き手」の減少が生じると、日本全体の経済規模を縮小

させるとともに、一人当たりの国民所得も低下させるおそれがあります。仮に働き手一人

当たりの生産性が高まれば、一人当たりの国民所得を維持できる可能性はありますが、社

会保障費の増大等により働き手一人当たりの負担が増加し、勤労意欲にマイナスの影響を

与えるとともに、人口規模の縮小がイノベーションを停滞させるおそれがあります。地方

においては、地域社会の担い手が減少しているだけでなく、消費市場が縮小し地方の経済

が縮小するなど、様々な社会的・経済的な課題が生じてきています。この状況が継続する

と、人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が更に人口減少を加速させるとい

う負のスパイラルに陥ることになります。国土交通省が 2014 年７月４日に発表した「国土

のグランドデザイン 2050～対流促進型国土の形成～」では、2050 年における人口増減状

況が示されました。これによると、2050 年には、現在、人が住んでいる居住地域のうち６

割以上の地域で人口が半分以下に減少し、さらに２割の地域では無居住化すると推計され

ています。 

中山間地域や農山漁村などにおいては、日常の買い物や医療など地域住民の生活に不可

欠な生活サービスの維持・確保が困難になるおそれがあります。都市における影響も大き
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く、都市機能の維持には一定の人口規模が必要とされますが、人口が減少すると都市機能

を支えるサービス産業が成立しなくなり、第３次産業を中心に、都市機能の低下が生ずる

おそれがあります。このように人口減少は地域経済社会に甚大な影響を与えていくことと

なるため、全力を尽くして取り組むべき課題であるといえます。 

 

（３）人口減少に早急に対応すべき必要性 
 

社会が近代化すれば、出生率が低下するという見方もあります。しかし、先進諸国中で

も、国によって動向は大きく異なっています。図で示された国際的な状況をみると、日本、

イタリア 1.4 前後、シンガポール、韓国は 1.2 以下と低い出生率となっているのに対し、フ

ランス、スウェーデン、アメリカ、イギリスは約 1.8 前後の出生率を維持しています。 

 

この中で注目されるのが、いったん出生率が低下しながら、回復を果たした国々です。

フランスは、長きにわたって人口問題について国民的な論議や取組が重ねられてきており、

手厚い家族支援政策を行っています。1993 年に出生率は 1.66 まで低下しましたが、家族

給付や出産・育児と就労の両立支援の拡充等によって、2017年には 1.9 まで回復しました。

また、スウェーデンは、近年２度にわたって出生率の低下と回復を経験しています。直近

では 1999 年に出生率は 1.50 にまで低下しましたが、家族給付や育児休業保障の拡充等に

よって、2017 年には 1.78 まで回復しました。こうした国々は国民負担率が６割程度であ

ることなどから、我が国と単純に比較できませんが、示唆に富む実例といえます。日本に

おいても地域によって出生率の動向は大きく異なり、中には高い出生率を実現している地

【各国の合計特殊出生率の推移】 
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域もあります。現状のまま何もしない場合には、極めて厳しく困難な未来が待ち受けてい

ますが、的確な政策を展開し、官民挙げて取り組めば、人口減少に歯止めをかけることは

可能であると考えられます。人口減少に歯止めをかけるには長い期間を要します。各種の

対策が出生率向上に結びつき、成果が挙がるまでに一定の時間を要し、仮に出生率が向上

しても、人口が定常状態になるまでには更に時間を要します。今後出生率が向上しても、

数十年間の出生数を決める親世代の人口は既に決まっているため、定常人口に達するには

数十年を要することとなります。それでも、対策が早く講じられ、出生率が早く向上すれ

ばするほど、将来人口に与える効果は大きいものがあります。出生を担う世代の人口が減

少し続ける状況下では、出生率がいつの時点で向上するかが出生数、すなわち、将来の人

口規模を決定していくこととなるからです。一定の仮定を置いた試算を行うと、出生率の

向上が５年遅れるごとに、将来の定常人口はおおむね 300 万人ずつ減少することとなると

指摘されています。人口減少は、早急に対応すべき「待ったなし」の課題であるといえま

す。 

 

（４）国民の希望とその実現 
 

国民の希望を実現することは全力を挙げて取り組むべきものであり、これが人口減少の

歯止めにつながることになります。  

 

①結婚・出産・子育てに関する国民の希望 

社人研「出生動向基本調査」（第 15 回、平成 27年）によると、18～34 歳の独身者

は、男女ともに約９割は「いずれ結婚するつもり」と回答しており、また、結婚した場

合の希望子ども数は男性 1.91人、女性 2.02 人となっています。さらに、同調査による

と、夫婦の予定子ども数は 2.01人となっています。こうした希望等が叶うとした場合

に想定される出生率を「国民希望出生率」として、一定の仮定に基づく計算を行えばお

おむね 1.8 程度となるのに対し、2018 年の日本の出生率は 1.42 となっています。 

同調査では、結婚を希望する者の割合、予定子ども数及び希望子ども数は、地域によ

ってある程度の違いはあるものの、例えば、大都市部で顕著に低いといった状況はみら

れていません。しかしながら、出生率は地域によって異なっており、中には国民希望出

生率よりも高い出生率を実現している地域もありますが、多くの地域では、結婚・出

産・子育てに関する国民の希望が十分に実現されていないと考えられます。2018 年の

国民希望出生率 ＝（有配偶者割合×夫婦の予定子ども数 

        ＋ 独身者割合×独身者のうち結婚を希望する者の割合×独身者の希望子供数） 

        × 離死別等の影響 

        ＝（３２.０％×２.０１人＋６８.０％×８９.３％×２.０２人）×０.９５５ 

＝ １.７９ 

≒ １.８程度 
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内閣府の調査によると、「結婚に対する取組」に関する計画を有する都道府県は、

76.6％となっています。地域によって、出生率が異なる要因は様々ですが、地域の実情

に合わせた取組を通じて、結婚・出産・子育てに関する国民の希望を実現していくこと

が重要と思われます。 

 

②地方への移住に関する国民の希望 

地方から東京圏を中心とした大都市圏に人口が流出している一方、東京在住者に対し

て行った意向調査によると、東京都在住者の約４割が「移住する予定」又は「今後検討

したい」と考えているという結果となっています。移住希望は、特に 10・20 代の若い

世代の男女や 40 代の男性で高い結果となっています。また、地方への移住支援を行う

NPO 法人への 2018 年の相談件数は、2014 年に比べ３倍以上増加しているように、地

方への移住に関する国民の関心や希望は高い水準にあると考えられます。上記の意向調

査では、移住を考える上で重視する点として、地方の雇用や日常生活の利便性などが挙

げられていることから、こうした点を考慮して、地方への移住に関する国民の希望を実

現することで、地方への新しいひとの流れをつくることが重要であると考えられます。 

 

３ 長期的な展望 
 

活力ある地域社会の維持のために 今後目指すべきは、将来にわたって、過度な一極集中

のない活力ある地域社会を維持することであり、そのためには、人口減少に歯止めをかけな

ければならなりません。出生率が向上し、将来のどこかの時点で出生率が人口置換水準に回

復することが、 人口の規模及び構造が安定する上で必須の条件です。 

  

（１）人口の長期的展望 
 

社人研「将来推計人口（平成 29年推計）」では、このまま人口が推移すると、2060 年

の総人口は 9,284 万人にまで落ち込むと推計されています。これは、約 60 年前（1950 年

代）の人口規模に逆戻りすることを意味しています。さらに、総人口は 2100 年に 6,000

万人を切った後も、減少が続いていくことになります。 

これに対して、仮に 2040 年に出生率が人口置換水準と同程度の値である 2.07まで回復

するならば、2060 年に総人口１億人程度を確保し、その後 2100 年前後には人口が定常状

態になることが見込まれます。若い世代の結婚・出産・子育ての希望が実現するならば、

我が国の出生率は 1.8程度の水準まで向上することが見込まれます。我が国においてまず

目指すべきは、特に若い世代の結婚・出産・子育ての希望の実現に取り組み、出生率の向

上を図ることと考えられます。もとより、結婚や出産はあくまでも個人の自由な決定に基

づくものであり、個々人の決定を強制するようなことがあってはなりません。 
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  【わが国の人口の推移と長期的な見通し】 

2008 年 12,808 万人（概ねピーク） 

 

 

 
2018 年 12,644 万人 

 

2060 年 9,284 万人 

 

2110 年 5,343 万

人 

 

 2060 年 10,189 万人 

（参考１）10,030 万人 

（参考２） 9,891 万人 

 

 2110 年 8,969 万人 

（参考１） 8,612 万人 

（参考２） 8,284 万人 
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資料：国勢調査 

４ 福岡県の人口の現状 
 

（１）福岡県の総人口の推移 
 

福岡県の総人口は、戦争直後及び高度成長した一時期に減少したものの、1970（昭和 45）

年の国勢調査以来、増加を続けてきました。その人口の動きを年齢区分別にみると、年少

人口（０歳～14 歳）は 1980 年代半ば以降緩やかに減少し、増加が続いてきた生産年齢人

口（15歳～64 歳）は、2000 年をピークに減少しています。また、老年人口（65歳～）は、

増加基調にあるものの、2020年頃を境に伸びが鈍化（ピークアウト）し、やがて減少する

と予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,553,461 4,719,259 4,811,050 4,933,393 5,015,699 5,049,908 5,071,968 5,101,556 

1,049,782 1,028,211 910,356 
815,170 

742,740 701,195 684,124 676,045 

3,073,049 
3,190,270 

3,287,878 
3,382,470 3,393,080 3,326,610 

3,227,932 
3,057,855 

426,495 499,228 

597,869 
728,574 

870,290 997,798 
1,123,376 

1,304,764 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

3,200,000

3,400,000

3,600,000

3,800,000

4,000,000

4,200,000

4,400,000

4,600,000

4,800,000

5,000,000

5,200,000

昭和55

（1980）年

昭和60

（1985）年

平成２

（1990）年

平成７

（1995）年

平成12

（2000）年

平成17

（2005）年

平成22

（2010）年

平成27

（2015）年

福岡県の総人口の推移

総人口 年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳以上)

（単位：人） 
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第２章 人口ビジョン 

 

１ 人口ビジョンの位置づけ 
 

本村の人口減少の克服と将来の持続的発展のため、国の長期ビジョンの趣旨を踏まえて人

口の現状分析を行い、人口問題に関する村民の認識を共有し、目指すべき将来の方向と人口

の展望を示すことを目的として、人口ビジョンを改訂します。 

また、人口ビジョンは、「第２期赤村まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」

という。）において、本村における、まち・ひと・しごと創生の実現に向けての施策を企画・

立案する上で重要な基礎となります。 

 

２ 対象期間 
 

国の長期ビジョンの期間を踏まえ、2060 年とします。 

 

 2015  2020  2025  2030  2035  2040  2045  2050  2055  2060  

国の 

長期ビジョン 

 

    中間目標 

 

  最終目標 

人口ビジョン   
 

  中間目標 

 

  最終目標 

 

３ 策定の意義 
 

第１期総合戦略の策定から４年以上が経過し、未来技術(※)の進展、働き方改革、共生社

会の進展など、本村を取り巻く社会経済状況は大きく変化しています。また、福岡県が毎年

実施している「県民意識調査」では、女性・高齢者・障がいのある人など、誰もが住み慣れ

た地域で暮らしていける社会づくりに対して毎年高いニーズがある一方で、近年、公共交通

の確保や、観光振興に対するニーズが高くなっているなどの変化が見られています。 

2015（平成 27）年９月に国連で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

では、先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標として SDGs

（持続可能な開発目標）が掲げられています。SDGs は、「誰一人とり残さない」包摂的な

社会の実現をめざし、経済、社会、環境をめぐる広範な課題に合的に取り組むものであり、

地方創生の取組にもつながります。  
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資料：国勢調査 

以上のことから、第１期総合戦略の成果と第２期に向けた課題を検証するとともに、社会

経済状況の変化、村民の皆様のニーズ、村における課題、SDGsの考え方を踏まえた見直し

を行い、第２期「赤村人口ビジョン・地方創生総合戦略」を策定するものです。  

  

※未来技術    情報通信技術など Society5.0に向けた技術のこと。各々の地域特性に応じ

て有効に活用することで、モノやサービスの生産性や利便性を飛躍的に高め、産業や 生

活等の質を大きく変化させ、魅力を向上させるものと期待される。  

 

４ 村の人口構造 
 

（１）本村の総人口の推移 
 

本村の総人口は、昭和 60（1985）年から減少傾向で推移してきており、平成 27（2015）

年は 3,022 人となり、昭和 60 年と比較すると、965 人（24.2％）減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 55（1980）年から、平成 27（2015）年までの各期間の人口増減率と、昭和 55（1980）

年を 100 とした場合の各年の指数は下表のとおりとなっています。 

 1980 

～1985 年 

1985 

～1990 年 

1990 

～1995 年 

1995 

～2000 年 

2000 

～2005 年 

2005 

～2010 年 

2010 

～2015年 

各期間の人口増減率 3.5% ▲0.4% ▲6.2% ▲2.4% ▲6.3% ▲4.6% ▲7.0%   

 1985年 1990年 1995年 2000 年 2005年 2010年 2015年 

1985 年を 100 とした 

場合の各年の指数 
103  99.6  93.5  91.2  85.5  81.5  75.8  

  

3,853 
3,987 3,971 

3,726 3,636 
3,408 

3,251 
3,022 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

昭和55

（1980）年

昭和60

（1985）年

平成2

（1990）年

平成7

（1995）年

平成12

（2000）年

平成17

（2005）年

平成22

（2010）年

平成27

（2015）年

赤村の総人口の推移
( 人

) 
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資料：国勢調査 

（２）本村の人口構造 

 

①年齢３区分別人口の推移 

本村の年齢３区分別人口の推移をみると、年少人口は減少傾向となっており、平成 27

（2015）年には 364 人と、昭和 55（1980）年と比べ、454人（55.5％）減少しています。 

生産年齢人口も減少傾向で推移していましたが、平成 27（2015）年には 1,560 人と昭

和 60（1985）年以降減少しています。 

老年人口は、増加し続けており、平成 27（2015）年には 1,098人と、昭和 55（1980）

年と比べ、575 人増加し約２倍となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年齢３区分別人口 
昭和 55
（1980）年 

昭和 60
（1985）年 

平成 2 
（1990）年 

平成 7 
（1995）年 

平成 12 
（2000）年 

平成 17 
（2005）年 

平成 22 
（2010）年 

平成 27 
（2015）年 

年少人口(0～14歳) 818 872 809 610 479 404 386 364 

生産年齢人口(15～64歳) 2,512 2,522 2,442 2,323 2,252 2,033 1,889 1,560 

老年人口(65歳以上) 523 593 720 793 905 971 976 1,098 

818
872

809
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479

404 386 364
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2,252

2,033

1,889

1,560

523 593
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資料：まち・ひと・しごと創生本部 地域経済分析システム（RESAS） 

【人口ピラミッド 平成７（1995）年】 

）】 

】 

②男女別、年齢別人口の推移 

本村の平成 27（2015）年現在の人口ピラミッドをみると、平成 7（1995）年と比べ、

年少人口（０～14 歳）の層がかなり小さくなっており、これらの層の人口が減少したこ

とが分かります。また、生産年齢人口（15～64歳）の層は、全体的に厚みが減っており、

これらの層の人口が減少したことがみてとれます。 

一方、老年人口（65 歳以上）の層の厚みは大幅に増しており、平成 7 年（1995）年当

時と比べ、本村では人口構造の少子高齢化が進行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【人口ピラミッド 平成 27（2015）年】 

）】 

】 
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資料：総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査 

５ 赤村の人口動態 
 

（１）本村の人口動態 
 

本村の人口動態の推移をみると、社会増減については、年によって違いはありますが、

概ね「社会減」の傾向で推移しています。 

自然増減については、「自然減」の傾向で推移しています。 

これらのことにより、「人口減」が続いています。 
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資料：厚生労働省 人口動態特殊報告 

（２）合計特殊出生率の推移 

 

合計特殊出生率は、ひとりの女性が一生に産む子どもの人数とされており、15 歳から 49

歳までの女性の年齢別出生率を合計したものです。 

本村の合計特殊出生率をみると、全国平均や県平均を上回って推移しています。しか

し、人口を維持するための合計特殊出生率の目安（人口置換水準）である 2.07を下回っ

ています。 
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資料：まち・ひと・しごと創生本部 地域経済分析システム（RESAS） 

単位：(人) 

（３）性別・年齢階級別の人口移動分析 

 

①性別・年齢階級別の人口移動の状況の長期的動向 

平成２（1990）年から平成 27（2015）年までの各期間の人口移動の推移をグラフに示

しました。 

本村では、男女ともに特に 10 代前半から 20 代前半の年齢層で転出超過が多くなって

います。これは、この年代の層が就学や就職等の理由で村外への転出が多くなることが

要因であると考えられます。 
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単位：(人) 

②転入元の詳細 

平成 29（2017）年の人口移動について転入元の都道府県別の詳細をみると、福岡県内

からの転入が 88 人と最も多くなっています。 

 

転入元（総数）       

都道府県名 
平成 24 
（2012）年 

平成 25 
（2013）年 

平成 26 
（2014）年 

平成 27 
（2015）年 

平成 28 
（2016）年 

平成 29 
（2017）年 

総  数 111 127 108 80 107 101 

福岡県 96 104 96 72 98 88 

北九州市  11 21  17 12 

田川市   24  21 22 

大任町     15  

その他の市町村  93 51  45 54 

その他の県 15 23 12 8 9 13 

 

転入元（男性）       

都道府県名 
平成 24 
（2012）年 

平成 25 
（2013）年 

平成 26 
（2014）年 

平成 27 
（2015）年 

平成 28 
（2016）年 

平成 29 
（2017）年 

総  数 57 60 45 36 54 58 

福岡県 52 51 40 32 52 50 

北九州市  4 9  8 6 

田川市   10  12 13 

大任町     5  

その他の市町村  47 21  27 31 

その他の県 5 9 5 4 2 8 

 

転入元（女性）       

都道府県名 
平成 24 
（2012）年 

平成 25 
（2013）年 

平成 26 
（2014）年 

平成 27 
（2015）年 

平成 28 
（2016）年 

平成 29 
（2017）年 

総  数 44 53 56 44 46 38 

福岡県 34 39 49 40 39 33 

北九州市  7 12  9 6 

田川市   14  9 9 

大任町     10  

その他の市町村  46 30  18 23 

その他の県 10 14 7 4 7 5 
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単位：(人) 

③転出先の詳細 

平成 29（2017）年の人口移動について転出先の都道府県別の詳細をみると、福岡県内

への転出が 76人と最も多くなっています。 

 

転出先（総数）       

都道府県名 
平成 24 
（2012）年 

平成 25 
（2013）年 

平成 26 
（2014）年 

平成 27 
（2015）年 

平成 28 
（2016）年 

平成 29 
（2017）年 

総  数 135 139 84 123 107 87 

福岡県 121 126 74 106 97 76 

北九州市  22  13     

（小倉南区）  15     

（その他の区）  7     

福岡市      10   

田川市  33    27   

香春町 10         

その他の市町村       

その他の県 14 13 10 17 10 11 

 

転出先（男性）       

都道府県名 
平成 24 
（2012）年 

平成 25 
（2013）年 

平成 26 
（2014）年 

平成 27 
（2015）年 

平成 28 
（2016）年 

平成 29 
（2017）年 

総  数 68 63 36 66 51 43 

福岡県 63 57 30 56 46 38 

北九州市  16  6   

（小倉南区）  11     

（その他の区）  5     

福岡市     4  

田川市  11   16  

香春町 4      

その他の市町村 59 30  50 26 59 

その他の県 5 6 6 10 5 5 

 

転出先（女性）       

都道府県名 
平成 24 
（2012）年 

平成 25 
（2013）年 

平成 26 
（2014）年 

平成 27 
（2015）年 

平成 28 
（2016）年 

平成 29 
（2017）年 

総  数 67 76 47 57 56 45 

福岡県 58 69 44 50 51 38 

北九州市  6  7   

（小倉南区）  4     

（その他の区）  2     

福岡市     6  

田川市  22   11  

香春町 6      

その他の市町村 52 41  43 34 52 

その他の県 9 7 3 7 5 7 

資料：住民基本台帳  
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資料：平成 27 年 国勢調査 

 

④国勢調査での転入元・転出先の詳細 

 

 

  

転入元（都道府県別） 性別 

都道府県名 
総数 男性 女性 

274 割合 122 割合 152 割合 

福岡県 242 88.3% 104 85.2% 138 90.8% 

大分県  4 1.5% 1 0.8% 3 2.0% 

北海道 3 1.1% 1 0.8% 2 1.3% 

東京都  3 1.1% 3 2.5% 0 0.0% 

愛知県  3 1.1% 3 2.5% 0 0.0% 

広島県  3 1.1% 1 0.8% 2 1.3% 

宮崎県  3 1.1% 1 0.8% 2 1.3% 

大阪府  2 0.7% 0 0.0% 2 1.3% 

岡山県  2 0.7% 1 0.8% 1 0.7% 

石川県  1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

静岡県  1 0.4% 0 0.0% 1 0.7% 

京都府  1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

兵庫県  1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

山口県  1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

佐賀県  1 0.4% 0 0.0% 1 0.7% 

国外から 3 1.1% 3 2.5% 0 0.0% 
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転入元（福岡県内） 性別 

自治体名 
総数 男性 女性 

242 割合 104 割合 138 割合 

田川市 52 21.5% 23 22.1% 29 21.0% 

北九州市 36 14.9% 13 12.5% 23 16.7% 

香春町 30 12.4% 15 14.4% 15 10.9% 

飯塚市 17 7.0% 5 4.8% 12 8.7% 

大任町 15 6.2% 4 3.8% 11 8.0% 

添田町 14 5.8% 9 8.7% 5 3.6% 

福岡市 12 5.0% 6 5.8% 6 4.3% 

川崎町 8 3.3% 4 3.8% 4 2.9% 

みやこ町 8 3.3% 2 1.9% 6 4.3% 

行橋市 7 2.9% 2 1.9% 5 3.6% 

福智町 7 2.9% 4 3.8% 3 2.2% 

糸田町 6 2.5% 2 1.9% 4 2.9% 

筑紫野市 5 2.1% 2 1.9% 3 2.2% 

直方市 4 1.7% 3 2.9% 1 0.7% 

嘉麻市 3 1.2% 1 1.0% 2 1.4% 

大牟田市 2 0.8% 0 0.0% 2 1.4% 

久留米市 2 0.8% 2 1.9% 0 0.0% 

宗像市 2 0.8% 2 1.9% 0 0.0% 

古賀市 2 0.8% 1 1.0% 1 0.7% 

鞍手町 2 0.8% 1 1.0% 1 0.7% 

苅田町 2 0.8% 0 0.0% 2 1.4% 

八女市 1 0.4% 1 1.0% 0 0.0% 

小郡市 1 0.4% 0 0.0% 1 0.7% 

那珂川町 1 0.4% 0 0.0% 1 0.7% 

須恵町 1 0.4% 1 1.0% 0 0.0% 

新宮町 1 0.4% 0 0.0% 1 0.7% 

小竹町 1 0.4% 1 1.0% 0 0.0% 
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転出先（都道府県別） 性別 

都道府県名 
総数 男性 女性 

316 割合 141 割合 175 割合 

福岡県 281 88.9% 123 87.2% 158 90.3% 

京都府  7 2.2% 2 1.4% 5 2.9% 

佐賀県  5 1.6% 4 2.8% 1 0.6% 

神奈川県  4 1.3% 2 1.4% 2 1.1% 

大阪府  3 0.9% 2 1.4% 1 0.6% 

愛知県  2 0.6% 1 0.7% 1 0.6% 

三重県  2 0.6% 0 0.0% 2 1.1% 

兵庫県  2 0.6% 1 0.7% 1 0.6% 

大分県  2 0.6% 1 0.7% 1 0.6% 

群馬県  1 0.3% 1 0.7% 0 0.0% 

東京都  1 0.3% 0 0.0% 1 0.6% 

石川県  1 0.3% 1 0.7% 0 0.0% 

岐阜県  1 0.3% 0 0.0% 1 0.6% 

山口県  1 0.3% 1 0.7% 0 0.0% 

長崎県  1 0.3% 1 0.7% 0 0.0% 

熊本県  1 0.3% 0 0.0% 1 0.6% 

宮崎県  1 0.3% 1 0.7% 0 0.0% 
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転出先（福岡県内） 性別 

自治体名 
総数 男性 女性 

281 割合 123 割合 158 割合 

田川市 83 29.5% 35 28.5% 48 30.4% 

北九州市 21 7.5% 12 9.8% 9 5.7% 

大任町 20 7.1% 8 6.5% 12 7.6% 

香春町 18 6.4% 9 7.3% 9 5.7% 

川崎町 18 6.4% 9 7.3% 9 5.7% 

福岡市 13 4.6% 2 1.6% 11 7.0% 

直方市 13 4.6% 7 5.7% 6 3.8% 

添田町 12 4.3% 3 2.4% 9 5.7% 

福智町 11 3.9% 5 4.1% 6 3.8% 

飯塚市 10 3.6% 4 3.3% 6 3.8% 

行橋市 10 3.6% 3 2.4% 7 4.4% 

糸田町 10 3.6% 5 4.1% 5 3.2% 

嘉麻市 8 2.8% 3 2.4% 5 3.2% 

みやこ町 6 2.1% 3 2.4% 3 1.9% 

上毛町 3 1.1% 0 0.0% 3 1.9% 

中間市 2 0.7% 1 0.8% 1 0.6% 

太宰府市 2 0.7% 1 0.8% 1 0.6% 

篠栗町 2 0.7% 1 0.8% 1 0.6% 

粕屋町 2 0.7% 1 0.8% 1 0.6% 

苅田町 2 0.7% 0 0.0% 2 1.3% 

久留米市 1 0.4% 0 0.0% 1 0.6% 

小郡市 1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

大野城市 1 0.4% 0 0.0% 1 0.6% 

宗像市 1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

古賀市 1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

福津市 1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

宮若市 1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

朝倉市 1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

糸島市 1 0.4% 0 0.0% 1 0.6% 

宇美町 1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

芦屋町 1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

岡垣町 1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

桂川町 1 0.4% 0 0.0% 1 0.6% 

筑前町 1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 

築上町 1 0.4% 1 0.8% 0 0.0% 
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単位：(人) 

自然増減数 

（４）総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

 

グラフの縦軸に社会増減、横軸に自然増減をとり、平成 6（1994）年から平成 30（2018）

年までの値をプロットしてグラフを作成し、時間の経過を追いながら村の総人口に与え

てきた自然増減（出生数－死亡数）と社会増減（転入数－転出数）の影響を分析しまし

た。 

線の右上が人口の増加、左下が人口の減少を表しており、線からの距離が人口の増減

の大小を示しています。 

グラフをみると、本村では「人口減」が多く、人口増減数±０ラインの線よりも左下で

推移をしてきていいます。 
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資料：平成 27 年国勢調査 ※産業別特化係数=本村のα産業の就業者比率/全国のα産業の就業者比率 

（５）産業別就業者の状況 

 

①男女別産業大分類別就業者数と産業別特化係数 

産業大分類別就業者数を男女別にみると、男性は「農業」「建設業」「製造業」、女性は

「卸売業、小売業」「医療、福祉」が多くなっています。 

一方、産業別特化係数（全国平均と比べその産業に従事する就業者の相対的な多さの

指標）をみると、男女ともに「農業」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
就業者数（人） 特化係数 

男 女 男 女 

農業，林業 119 54 4.4 2.8 

漁業 1 - 0.4 0.0 

鉱業，採石業，砂利採取業 1 - 2.5 0.0 

建設業 116 12 1.5 0.7 

製造業 118 50 0.8 0.7 

電気・ガス・熱供給・水道業 7 1 1.3 1.0 

情報通信業 4 1 0.2 0.1 

運輸業，郵便業 32 8 0.6 0.6 

卸売業，小売業 67 106 0.7 1.0 

金融業，保険業 3 9 0.2 0.5 

不動産業，物品賃貸業 8 3 0.5 0.3 

学術研究，専門・技術サービス業 20 5 0.7 0.3 

宿泊業，飲食サービス業 24 46 0.9 1.0 

生活関連サービス業，娯楽業 12 20 0.7 0.7 

教育，学習支援業 17 25 0.7 0.7 

医療，福祉 55 195 1.5 1.6 

複合サービス事業 15 5 2.4 1.1 

サービス業（他に分類されないもの） 42 32 0.9 1.0 

公務（他に分類されるものを除く） 53 30 1.7 2.3 

分類不能の産業 - - 0.0 0.0 
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また、産業大分類別就業者を年齢別にみると、一番多い「農業」で、60 歳以上が 67.6％

となっており、高齢化が進んでいます。 
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資料：平成 22 年国勢調査 

資料：平成 27年国勢調査 

第３章 赤村の将来人口推計と分析 

 

１ 将来人口推計 
 

国立社会保障・人口問題研究所による本村の人口推計では、令和 22（2040）年の総人口は、

社人研推計準拠が 1,867 人（前回より 487 人減）、いずれの推計でも将来の本村の人口が減少

する、という結果が出ています。 

また、このまま人口が減少していくと、令和 42（2060）年には平成 27（2015）年対比 1,932

人（63.9％）の人口が減少することが予測されています。 

 

 

  

総人口見通し 

平成 27 

(2015)年 

令和２ 

(2020)年 

令和７ 

(2025)年 

令和 12 
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令和 27 

(2045)年 
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令和 37 
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(2060)年 

令和 47 

(2065)年 
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■社人研推計準拠（パターン１） 

・主に平成 22（2010）年から平成 27（2015）年の人口の動向を勘案し将来の人口を推計。 

・移動率は、最近の傾向が今後も続くと仮定。 

【出生に関する仮定】 

・原則として、平成 27（2015）年の全国の子ども女性比（15～49 歳女性人口に対する 0～4 歳人

口の比）と各市町村の子ども女性比との比をとり、その比が令和２（2020）年以降令和 22

（2040）年まで一定として市町村ごとに仮定。 

【死亡に関する仮定】 

・原則として、55～59 歳→60～64 歳以下では、全国と都道府県の平成 22（2010）年→平成 27

（2015）年の生残率の比から算出される生残率を都道府県内市町村に対して一律に適用。 

60～64 歳→65～69 歳以上では、上述に加えて、都道府県と市町村の平成 17（2005）年→平成

22（2010）年の生残率の比から算出される生残率を市町村別に適用。 

・なお、東日本大震災の影響が大きかった地方公共団体については、その影響を加味した率を設

定。 

【移動に関する仮定】 

・原則として、平成 22（2010）～平成 27（2015）年の国勢調査（実績）に基づいて算出された純

移動率が、今後も続くものと仮定。 

 

  

各推計の概要 

パターン１ 

（社人研推計準拠） 

パターン２ 

（独自推計） 

 

シミュレーション１ 

シミュレーション２ 
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資料：社人研「日本の将来推計人口」 
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全国の人口減少段階

総人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

２ 人口減少段階の分析 
 

（１）人口の減少段階とは 

「人口減少段階」は一般的には、「第一段階：老年人口の増加（若年人口は減少）」「第二

段階：老年人口の維持・微減（若年人口は減少）」「第三段階：老年人口の減少（総人口の減

少）」の３つの段階を経て進行するとされています。現在、全国的には「第一段階」で人口

減少が続いており、令和 22（2040）年には「第二段階」に入り、令和 42（2060）年からは

「第三段階」に入っていくと予測されています。 

 

   

全国 

平成 27 

（2015）年 

令和 22 

（2040）年 

令和 42 

（2060）年 

人口 

（千人） 

人口 

（千人） 

平成 22 年を 100 とし

た場合の平成 52 年

の指数 

人口減少段階 
人口 

（千人） 

平成 22年を 100と

した場合の平成 72

年の指数 

人口減少段階 

総数 127,095  106,421  87.3% 

1 

88,077 69.3% 

3 
老年人口（65 歳以上） 15,945  11,384  74.9% 8,975 56.3% 

生産年齢人口（15～64 歳） 77,282  55,845  77.3% 45,291 58.6% 

年少人口（0～14 歳） 33,868  39,192  115.8% 33,810 99.8% 

【第一段階】 

老年人口増加 

年少・生産年齢人口減少 

【第二段階】 

老年人口維持・微減 

年少・生産年齢人口減少 

【第三段階】 

老年人口減少 

年少・生産年齢人口減少 
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資料：国配布ワークシート 

（２）赤村の人口減少段階 

 

本村では、年少人口、生産年齢人口が減少、老年人口が増加しながら人口が減少すると

いう社人研の推計により、平成 27（2015）年から「第一段階」の人口減少段階に入って

います。 

令和７（2025）年以降は、増加して推移していた老年人口が減少傾向で推移するよう

になり、「第二段階」の減少段階に入ります。令和 12（2030）年以降は、本格的に老年人

口が減少を始め、本村では全国より 30年早く「第三段階：老年人口の減少（総人口の減

少）」へと入っていくと推測されており、今後の人口減少の進行が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

赤村 

平成 27 

（2015）年 

令和 22 

（2040）年 

令和 42 

（2060）年 

人口 

（人） 

人口 

（人） 

平成 22 年を 100 と

した場合の令和 22

年の指数 

人口減少段階 
人口 

（人） 

平成 22 年を 100

とした場合の令和

42年の指数 

人口減少段階 

総数 3022 1,867  62  

2 

1,090  36  

3 
老年人口（65 歳以上） 1,098 903  82  565 51  

生産年齢人口（15～64 歳） 1560 794 51  435  28  

年少人口（0～14 歳） 364 170  47  90  25  
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平成2 7

( 2 0 1 5 )年

令和２

( 2 0 2 0 )年

令和７

( 2 0 2 5 )年

令和1 2

( 2 0 3 0 )年

令和1 7

( 2 0 3 5 )年

令和2 2

( 2 0 4 0 )年

令和2 7

( 2 0 4 5 )年

令和3 2

( 2 0 5 0 )年

令和3 7

( 2 0 5 5 )年

令和4 2

( 2 0 6 0 )年

令和4 7

( 2 0 6 5 )年

赤村の人口減少段階

老年人口(65歳以上)

社人研推計準拠

年少人口(0～14歳)

生産年齢人口(15～64歳)
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資料：国配布ワークシート 

３ 将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度 
 

（１）総人口の推計とシミュレーション分析 

 

社人研推計準拠をベースとし、②合計特殊出生率が令和 12（2030）年までに人口置換

水準程度 2.07まで上昇すると仮定した場合、③②に加え（直ちに）移動（純移動率）が

ゼロ（均衡）になることを仮定した場合、④合計特殊出生率が令和 12（2030）年に出生

率 1.8、令和 22（2040）年に人口置換水準程度 2.07 が実現すると仮定＜福岡県のケース

1：2030年に出生率 1.8、2040 年に 2.07 が実現＞相当の場合、⑤④に加え（直ちに）移

動（純移動率）がゼロ（均衡）になることを仮定した場合の５つの人口推計を行いまし

た。 

 

 
平成 27 

(2015)年 

令 和 ２

(2020)年 

令 和 ７

(2025)年 

令和 12 

(2030)年 

令和 17 

(2035)年 

令和 22 

(2040)年 

令和 27 

(2045)年 

令和 32 

(2050)年 

令和 37 

(2055)年 

令和 42 

(2060)年 

令和 47 

(2065)年 

前回展望値 3,100 3,000 2,900 2,800 2,700 2,650 2,600 2,550 2,510  

① 3,022 2,832  2,594  2,355  2,110  1,867  1,627  1,422  1,250  1,090  940  

② 3,022 2,827  2,595  2,368  2,131  1,897  1,663  1,461  1,292  1,135  987  

③ 3,022 2,867  2,721  2,593  2,461  2,331  2,216  2,125  2,060  2,007  1,961  

④ 3,022 2,823  2,582  2,344  2,105  1,872  1,639  1,440  1,271  1,114  966  

⑤ 3,022 2,862  2,706  2,563  2,426  2,294  2,174  2,079  2,009  1,950  1,897  
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(2045)年
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(2050)年
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(2060)年

令和47

(2065)年

赤村の人口推計シミュレーション

前回展望値

① 社人研推計準拠

②社人研推計準拠＋2030年出生率2.07

③社人研推計準拠＋2030年出生率2.07+移動均衡

④社人研推計準拠＋2030年出生率1.8+2040年2.07

⑤社人研推計準拠＋2030年出生率1.8+2040年2.07+移動均衡
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①社人研推計準拠 

 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30年推計）」に準拠。 

 

②社人研推計準拠＋2030 年出生率 2.07 

 社人研推計準拠において、合計特殊出生率が令和 12（2030）年までに人口置換水準程度 2.07

まで上昇すると仮定した場合のシミュレーション。 

 

③社人研推計準拠＋2030 年出生率 2.07+移動均衡 

 社人研推計準拠において、合計特殊出生率が令和 12（2030）年までに人口置換水準程度 2.07

まで上昇すると仮定し、（直ちに）移動（純移動率）がゼロ（均衡）になることを仮定した場

合のシミュレーション。 

 

④社人研推計準拠＋2030 年出生率 1.8+2040 年 2.07 

社人研推計準拠において、合計特殊出生率が令和 12（2030）年に出生率 1.8、令和 22（2040）

年に人口置換水準程度 2.07 が実現すると仮定した場合のシミュレーション。 

 

⑤社人研推計準拠＋2030 年出生率 1.8+2040 年 2.07+移動均衡 

 社人研推計準拠において、合計特殊出生率が令和 12（2030）年に出生率 1.8、令和 22（2040）

年に人口置換水準程度 2.07 が実現すると仮定し、（直ちに）移動（純移動率）がゼロ（均衡）

になることを仮定した場合のシミュレーション。 
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（２）年齢３区分別人口推計 

 

「（１）総人口の推計とシミュレーション分析」の①社人研推計準拠、②社人研推計準

拠＋2030 年出生率 2.07、③社人研推計準拠＋2030 年出生率 2.07+移動均衡、④社人研

推計準拠＋2030年出生率 1.8+2040年 2.07、⑤社人研推計準拠＋2030年出生率 1.8+2040

年 2.07+移動均衡の各推計についての年齢３区分別人口推計は以下の通りとなっていま

す。 
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平成27
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(2020)年

令和７

(2025)年

令和12

(2030)年

令和17

(2035)年

令和22

(2040)年

令和27

(2045)年

令和32

(2050)年

令和37

(2055)年

令和42

(2060)年

令和47

(2065)年

社人研推計準拠 年齢３区分別人口推計

総人口 年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳以上)

(総人口：人) (３区分別人口：人) 

総人口見通し 
平成 27 

(2015)年 

令和２ 

(2020)年 

令和７ 

(2025)年 

令和 12 

(2030)年 

令和 17 

(2035)年 

令和 22 

(2040)年 

令和 27 

(2045)年 

令和 32 

(2050)年 

令和 37 

(2055)年 

令和 42 

(2060)年 

令和 47 

(2065)年 

総数 3,022 2,832  2,594  2,355  2,110  1,867  1,627  1,422  1,250  1,090  940  

年少人口 364 329  282  242  202  170  142  122  105  90  76  

生産年齢人口 1,560 1,322  1,130  1,030  929  794  666  550  488  435  378  

老年人口 1,098 1,181  1,182  1,083  980  903  820  750  657  565  486  
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(2065)年

社人研推計準拠＋2030年出生率2.07＋移動均衡

総人口 年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳以上)

3,022
2,827

2,595
2,368

2,131
1,897
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1,560
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1,130

1,030
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(2040)年

令和27

(2045)年

令和32

(2050)年

令和37

(2055)年

令和42

(2060)年

令和47

(2065)年

社人研推計準拠＋2030年出生率2.07

総人口 年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳以上)

(人)

総人口見通し 
平成 27 

(2015)年 

令和２ 

(2020)年 

令和７ 

(2025)年 

令和 12 

(2030)年 

令和 17 

(2035)年 

令和 22 

(2040)年 

令和 27 

(2045)年 

令和 32 

(2050)年 

令和 37 

(2055)年 

令和 42 

(2060)年 

令和 47 

(2065)年 

総数 3,022 2,867  2,721  2,593  2,461  2,331  2,216  2,125  2,060  2,007  1,961  

年少人口 364 334  310  317  326  331  330  331  325  318  313  

生産年齢人口 1,560 1,382  1,285  1,252  1,216  1,162  1,112  1,077  1,095  1,103  1,102  

老年人口 1,098 1,151  1,127  1,023  919  838  775  717  640  586  546  

 

(総人口：人) (３区分別人口：人) 

総人口見通し 
平成 27 

(2015)年 

令和２ 

(2020)年 

令和７ 

(2025)年 

令和 12 

(2030)年 

令和 17 

(2035)年 

令和 22 

(2040)年 

令和 27 

(2045)年 

令和 32 

(2050)年 

令和 37 

(2055)年 

令和 42 

(2060)年 

令和 47 

(2065)年 

総数 3,022 2,827 2,595 2,368 2,131 1,897 1,663 1,461 1,292 1,135 987 

年少人口 364 325 283 255 227 197 166 147 128 112 97 

生産年齢人口 1,560 1,322 1,130 1,030 925 796 677 565 507 458 404 

老年人口 1,098 1,181 1,182 1,083 980 903 820 750 657 565 486 

 

(総人口：人) (３区分別人口：人) 
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令和47

(2065)年

社人研推計準拠＋2030年出生率1.8＋2040年2.07

総人口 年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳以上)

(総人口：人) (３区分別人口：人) 

(総人口：人) (３区分別人口：人) 

3,022
2,862 

2,706 
2,563 

2,426 
2,294 

2,174 2,079 2,009 1,950 
1,897 

364 329 295 287 296 309 318 320 311 302 296 

1,560

1,382 
1,285 1,252 

1,210 
1,147 

1,082 1,041 1,058 1,062 1,055 
1,098

1,151 1,127 
1,023 

919 
838 

775 
717 

640 
586 546 
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3,500

平成27

(2015)年

令和２

(2020)年

令和７

(2025)年

令和12

(2030)年

令和17

(2035)年

令和22

(2040)年

令和27

(2045)年

令和32

(2050)年

令和37

(2055)年

令和42

(2060)年

令和47

(2065)年

社人研推計準拠＋2030年出生率1.8＋2040年2.07＋移動均衡

総人口 年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳以上)

総人口見通し 
平成 27 

(2015)年 

令和２ 

(2020)年 

令和７ 

(2025)年 

令和 12 

(2030)年 

令和 17 

(2035)年 

令和 22 

(2040)年 

令和 27 

(2045)年 

令和 32 

(2050)年 

令和 37 

(2055)年 

令和 42 

(2060)年 

令和 47 

(2065)年 

総数 3,022 2,862  2,706  2,563  2,426  2,294  2,174  2,079  2,009  1,950  1,897  

年少人口 364 329  295  287  296  309  318  320  311  302  296  

生産年齢人口 1,560 1,382  1,285  1,252  1,210  1,147  1,082  1,041  1,058  1,062  1,055  

老年人口 1,098 1,151  1,127  1,023  919  838  775  717  640  586  546  

 

総人口見通し 
平成 27 

(2015)年 

令和２ 

(2020)年 

令和７ 

(2025)年 

令和 12 

(2030)年 

令和 17 

(2035)年 

令和 22 

(2040)年 

令和 27 

(2045)年 

令和 32 

(2050)年 

令和 37 

(2055)年 

令和 42 

(2060)年 

令和 47 

(2065)年 

総数 3,022 2,823 2,582 2,344 2,105 1,872 1,639 1,440 1,271 1,114 966 

年少人口 364 320 270 232 205 182 159 141 122 107 91 

生産年齢人口 1,560 1,322 1,130 1,030 921 786 660 549 492 443 388 

老年人口 1,098 1,181 1,182 1,083 980 903 820 750 657 565 486 

 

(総人口：人) (３区分別人口：人) 



 人口ビジョン 
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【自然増減・社会増減の影響度】 

）】 

】 

（３）将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度の分析 

 

死亡を別にすると、人口の変動は出生と移動によって規定されます。人口シミュレー

ション推計を行った「①社人研推計準拠」、「②社人研推計準拠＋2030 年出生率 2.07」「③

社人研推計準拠＋2030 年出生率 2.07+移動均衡」を比較することで、将来人口に及ぼす

出生（自然増減）と移動（社会増減）の影響度を分析します。 

将来人口に及ぼす人口動態の影響度について、本村では、自然増減の影響度が「２（影

響度 100 以上～110％未満）」、社会増減の影響度が「5（影響度 130％以上）」となってい

ます。 

このことから、本村においては、転入促進、転出抑制等の社会増をもたらす施策が人口

減少対策として効果的であると考えられます。 

 

 

分類 計算方法 影響度 

自然増減

の影響度 

②社人研推計準拠＋2030年出生率 2.07の 2045年推計人口=1,663人 

①社人研推計準拠の 2045年推計人口=1,639人 

影響度 = 1,663/1,639=101.46％ 

２ 

社会増減

の影響度 

③社人研推計準拠＋2030年出生率 2.07+移動均衡の 2045年推計人口

=2,216人 

②社人研推計準拠＋2030年出生率 2.07の 2045年推計人口=1,663人 

影響度 = 2,216/1,663=133.25％ 

５ 

 

自然増減の影響度 

 シミュレーション１の 2045 年の総人口÷パターン１の 2045 年の総人口の数値に応じて、以下の５

段階に整理。 

社会増減の影響度 

 シミュレーション２の 2045 年の総人口÷シミュレーション１の 2045 年の総人口の数値に応じて、

以下の５段階に整理。 

＜影響度の段階＞ 

１：100％未満 

２：100 以上～110％未満 

３：110 以上～120％未満 

４：120 以上～130％未満 

５：130％以上 
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【各人口推計シミュレーションにおける人口増減率】 

）】 

】 

（４）推計人口・シミュレーション人口における人口増減率 

 

年齢３区分別人口ごとに、各人口推計シミュレーションにおける人口増減率を比較し

ました。 

移動均衡を加味したシミュレーションでは、社人研推計準拠と比較して、65 歳未満の

人口増減率が大幅に改善されており、0～４歳人口では、人口増減率は増加へと転じてい

ます。 

 

 

実数（人） 総人口 

0～14歳人口 
15～64歳 

人口 

65歳以上 

人口 

20～39歳 

女性人口  
うち 0～4歳 

人口 

2015年 現状値 3,022 364 105 1,560 1,098 239 

2045年 

① 1,627 39 142 666 820 82 

② 1,663 47 166 677 820 83 

③ 2,216 111 330 1,112 775 208 

④ 1,639 44 159 660 820 80 

⑤ 2,174 106 318 1,082 775 201 

 
①：社人研推計準拠 
②：社人研推計準拠＋2030 年出生率 2.07 
③：社人研推計準拠＋2030 年出生率 2.07+移動均衡 
④：社人研推計準拠＋2030 年出生率 1.8+2040 年 2.07 
⑤：社人研推計準拠＋2030 年出生率 1.8+2040 年 2.07+移動均衡 

 

 

 

 

2015-2045人口増

減率 
総人口 

0～14歳人口 
15～64歳 

人口 

65歳以上 

人口 

20～39歳 

女性人口  
うち 0～4歳 

人口 

2045年 

① -46.2% -61.1% -63.2% -57.3% -25.3% -65.6% 

② -45.0% -54.4% -55.7% -56.6% -25.3% -65.2% 

③ -26.7% -9.5% 5.4% -28.7% -29.4% -12.9% 

④ -45.8% -56.2% -57.7% -57.7% -25.3% -66.6% 

⑤ -28.0% -12.7% 1.4% -30.7% -29.4% -16.0% 
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（５）長期人口推計から見る老年人口比率の変化 

 

 

 

  

年 Ｈ27 

2015 

Ｒ２ 

2020 

Ｒ７ 

2025 

Ｒ12 

2030 

Ｒ17 

2035 

Ｒ22 

2040 

Ｒ27 

2045 

Ｒ32 

2050 

Ｒ37 

2055 

Ｒ42 

2060 

Ｒ47 

2065 

社人研推計準拠 

① 

総人口（人） 3,022 2,832  2,594  2,355  2,110  1,867  1,627  1,422  1,250  1,090  940  

年少人口比率 12.0% 11.6% 10.9% 10.3% 9.6% 9.1% 8.7% 8.6% 8.4% 8.3% 8.1% 

生産年齢人口比率 51.6% 46.7% 43.6% 43.8% 44.0% 42.5% 40.9% 38.7% 39.0% 39.9% 40.2% 

老年人口比率 36.3% 41.7% 45.6% 46.0% 46.4% 48.4% 50.4% 52.7% 52.6% 51.8% 51.7% 

社人研推計準拠 

＋出生率 2.07維

持② 

総人口（人） 3,022 2,827 2,595 2,368 2,131 1,897 1,663 1,461 1,292 1,135 987 

年少人口比率 12.0% 11.5% 10.9% 10.8% 10.6% 10.4% 10.0% 10.0% 9.9% 9.9% 9.8% 

生産年齢人口比率 51.6% 46.8% 43.6% 43.5% 43.4% 42.0% 40.7% 38.6% 39.2% 40.3% 41.0% 

老年人口比率 36.3% 41.8% 45.5% 45.7% 46.0% 47.6% 49.3% 51.3% 50.8% 49.8% 49.3% 

社人研推計準拠 

＋出生率 2.07維

持＋移動均衡③ 

総人口（人） 3,022 2,867  2,721  2,593  2,461  2,331  2,216  2,125  2,060  2,007  1,961  

年少人口比率 12.0% 11.6% 11.4% 12.2% 13.3% 14.2% 14.9% 15.6% 15.8% 15.8% 16.0% 

生産年齢人口比率 51.6% 48.2% 47.2% 48.3% 49.4% 49.8% 50.2% 50.7% 53.2% 55.0% 56.2% 

老年人口比率 36.3% 40.2% 41.4% 39.5% 37.4% 36.0% 35.0% 33.8% 31.0% 29.2% 27.8% 

社人研推計準拠 

＋出生率 2.07維

持④ 

総人口（人） 3,022 2,823 2,582 2,344 2,105 1,872 1,639 1,440 1,271 1,114 966 

年少人口比率 12.0% 11.3% 10.5% 9.9% 9.7% 9.7% 9.7% 9.8% 9.6% 9.6% 9.5% 

生産年齢人口比率 51.6% 46.8% 43.8% 43.9% 43.7% 42.0% 40.3% 38.1% 38.7% 39.7% 40.2% 

老年人口比率 36.3% 41.8% 45.8% 46.2% 46.5% 48.3% 50.0% 52.1% 51.7% 50.7% 50.3% 

社人研推計準拠 

＋出生率 2.07維

持＋移動均衡⑤ 

総人口（人） 3,022 2,862  2,706  2,563  2,426  2,294  2,174  2,079  2,009  1,950  1,897  

年少人口比率 12.0% 11.5% 10.9% 11.2% 12.2% 13.5% 14.6% 15.4% 15.5% 15.5% 15.6% 

生産年齢人口比率 51.6% 48.3% 47.5% 48.9% 49.9% 50.0% 49.7% 50.1% 52.7% 54.5% 55.6% 

老年人口比率 36.3% 40.2% 41.6% 39.9% 37.9% 36.5% 35.6% 34.5% 31.8% 30.1% 28.8% 

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

平成27

(2015)年

令和２

(2020)年

令和７

(2025)年

令和12

(2030)年

令和17

(2035)年

令和22

(2040)年

令和27

(2045)年

令和32

(2050)年

令和37

(2055)年

令和42

(2060)年

令和47

(2065)年

老年人口(65歳以上)比率の長期推計

①社人研推計準拠

②社人研推計準拠＋2030年出生率2.07

③社人研推計準拠＋2030年出生率2.07+移動均衡

④社人研推計準拠＋2030年出生率1.8+2040年2.07

⑤社人研推計準拠＋2030年出生率1.8+2040年2.07+移動均衡
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４ 人口減少が地域の将来に与える影響 
 

国土交通省が平成 26（2014）年７月に発表した、「国土のグランドデザイン 2050～対流促

進型国土の形成」では、人口減少がこのまま進むと、平成 62（2050）年には、現在人が住ん

でいる居住地域のうち６割以上の地域で人口が半分以下に減少し、さらに、そのうち約２割

の地域では無居住化すると推計されています。地域社会の活力の低下が懸念されるとともに、

特に過疎地域においては、日常の買い物や医療等、地域住民の生活に不可欠な生活サービス

をどうやって確保していくかが、周辺集落を含め地域全体を維持する上で大きな課題となっ

てきます。 

人口減少は、その過程において必然的に高齢化を伴います。高齢化によって総人口の減少

を上回る生産年齢人口の減少が生じ、就業者数の減少に繋がります。その結果、総人口の減

少以上に経済規模が縮小し、一人当たりの国民所得が低下する懸念があります。就業者数の

減少により生産性が停滞した状態が続けば、経済成長率はマイナス成長に陥ることが見込ま

れており、人口減少によって経済規模の縮小が始まれば、それがさらなる縮小を招くという

「縮小スパイラル」に陥るリスクがあります。 

また、人口減少に伴う急速な少子高齢化は、現役世代の負担を増大させ、保険、年金、医

療、介護等の社会保障にかかる将来の財政負担はますます大きくなり、家計や企業の経済活

動に大きな影響を与えることになります。 

人口減少とそれに伴う少子高齢化の影響は、地域産業にも及び、就業者数の全体的な減少

が企業の撤退等につながり、地域の労働市場が縮小していくことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産年齢人口の減少 

 

 

就業者数の減少による

経済成長のマイナス化 

地域社会の活力の低下 

 

 

日常の買い物や医療な

ど住民の生活に不可欠

なサービスの維持が困

難になる 

現役世代の負担の増大 

 

 

社会保障に係る将来の

財政負担が増大し、家

計や企業の経済活動に

大きな影響 

人口減少（高齢化を伴う） 
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第４章 赤村の将来の人口展望 

 

１ 目指すべき将来の方向 
 

地域の社会や経済に大きな影響を与える深刻な問題である人口減少問題を克服するために

は、行政、村民が一丸となって問題に取り組んでいく必要があります。 

また、第２期総合戦略における、まち・ひと・しごと創生の実現に向けての施策と整合を

図りながら、人口減少問題を解決するための施策を推進し、人口減少と地域経済縮小の克服、

「しごと」と「ひと」の好循環とそれを支える「まち」の活性化を目指していくこととしま

す。 
 

２ 人口の将来展望 
 

国・県の長期ビジョン及び本村の人口に関する推計や分析、調査等を考慮し、本村が目指

すべき人口規模を展望します。 

 

 

 

 
 

 

  

将来人口推計の分析などを踏まえ、2060 年に人口規模 2,000 人の維持を目指します。 
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人口減少対策に取り組み、自然増減や社会増減が現状よりも改善されれば、2065 年の人

口は 1,961 人となり、社人研の推計と比べて施策効果により 1,021 人の人口が増加すること

が見込まれます。 

■合計特殊出生率の上昇 

国の長期ビジョンにおける合計特殊出生率と同程度の目標を目指し、2030 年までに人口

置換水準の 2.07 を達成し、以降は 2.07 の維持を図ります。 

 

■社会増を図る 

10 代前半～20 代前半の年齢層で人口流出が多くなっている本村の現状を改善し、若い世

代の就労の希望を実現するための雇用環境の創出を図るとともに、安心して子育てができる

環境も整え、若年層、子育て世代の社会増を図り、また、村全体の社会増も目指します。 

 

人口の長期的展望を年齢３区分別にみると、年少人口（０～14 歳）は、合計特殊出生率が

2.07 まで上昇した効果により、令和２（2020）年で減少が止まった後、以降は横ばいで推移

するようになります。構成割合は、令和 27（2045）年以降は緩やかに上昇を続けます。 

生産年齢人口（15～64 歳）は、年少人口より遅れて合計特殊出生率の向上の効果が現れ

るため、令和 32（2050）年まで減少した後、その後はやや伸びていきます。構成割合は令

和７（2025）年に低下が止まり、以降は上昇傾向で推移します。 

老年人口は、令和２（2020）年から減少して推移するようになります。構成割合は、令和

７（2025）年に 41.4％でピークを迎え、以降は緩やかに減少していきます。 
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平成27

(2015)年

令和２

(2020)年

令和７

(2025)年

令和12

(2030)年

令和17

(2035)年

令和22

(2040)年

令和27

(2045)年

令和32

(2050)年

令和37

(2055)年

令和42

(2060)年

令和47

(2065)年

赤村の将来人口の長期推計

① 社人研推計準拠

②社人研推計準拠＋2030年出生率2.07

③社人研推計準拠＋2030年出生率2.07+移動均衡

④社人研推計準拠＋2030年出生率1.8+2040年2.07

⑤社人研推計準拠＋2030年出生率1.8+2040年2.07+移動均衡
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364 334 310 317 326 331 330 331 325 318 313

1,560
1,382 1,285 1,252 1,216 1,162 1,112 1,077 1,095 1,103 1,102

1,098
1,151

1,127 1,023 919 838 775 717 640 586 546

3,022

2,867
2,721 2,593

2,461
2,331

2,216 2,125 2,060 2,007
1,961

12.0% 11.6% 11.4% 12.2% 13.3%

14.2%
14.9% 15.6% 15.8% 15.8% 16.0%

51.6%

48.2% 47.2% 48.3% 49.4% 49.8% 50.2% 50.7%
53.2%

55.0% 56.2%

36.3%
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平成27
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令和２

(2020)年

令和７

(2025)年

令和12

(2030)年

令和17

(2035)年

令和22

(2040)年

令和27

(2045)年

令和32

(2050)年

令和37
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③社人研推計準拠＋出生率[2.07]の維持＋移動均衡（社会増減ゼロ）
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３ まとめ ～地方創生における人口ビジョン～ 
 

日本では、地方から人口が流出し続けており、その結果、地方の経済的・社会的な基盤が

失われ、地域の持続性が問われるようになっています。 

こうした我が国の現状を鑑み、本村が目指す将来の人口ビジョンは、将来において訪れる

可能性の高い、人口減少を抑制するための施策を推進し、人口減少と地域経済縮小の克服、

「しごと」と「ひと」の好循環とそれを支える「まち」の活性化の確立を目指すことです。 

人口構造の転換には長い年月と長期的な視野が必要です。人口減少対策への施策が出生率

向上に結びつき、成果が出るまでには、仮に出生率が人口置換水準まで向上しても、人口が

安定して推移するようになるまでにはさらに時間を必要とします。しかし、対策ができるだ

け早く講じられ、出生率が早く向上すれば、その後の出生数は増加し、将来人口に与える効

果は大きくなります。 

また、出生率が向上したとしても、今後数十年間の出生数を決める若年層の人口が減少し

続けることになれば、将来の人口減少を止めることは困難になります。そのためにも、地域

の活力を向上させ、若い世代が集まり、安心して働き、希望どおり結婚し、子どもを生み育

てることのできる地域社会を実現し、本村の将来を担う人材を呼び込み、また、流出させな

い取組も必要となってきます。 

また、10 代前半～20 代前半の年齢層で人口流出が多くなっている本村の現状を改善し、

若い世代の就労の希望を実現するための雇用環境の創出を図るとともに、安心して子育てが

できる環境も引き続き整え、若年層、子育て世代の社会増を図り、村全体での社会増を図る

ことを目標とします。 

そして、令和 42（2060）年には 2,000 人程度の人口を維持するため、村民、行政が一丸

となって人口減少対策に取り組めるよう、各施策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しごと」と「ひと」の好循環、それを支える「まち」の活性化 

「しごと」 

「雇用の質・量」の確保・向上 

「ひと」 

有用な人材確保・育成、結婚・出産・ 

子育てへの切れ目ない支援 

「まち」 

地域（中山間地域等、地方都市、大都市圏等）の 

特性に即した課題の解決 



 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 地方創生総合戦略     
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第１章 第２期地方創生総合戦略策定にあたって 

 

１ 国の総合戦略策定の背景と目的 
 

（１）国の第２期総合戦略の趣旨 

地方創生は、出生率の低下によって引き起こされる人口の減少に歯止めをかけるととも

に、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、

将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目的としています。 

第１期「総合戦略」では、「地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」、「地

方への新しいひとの流れをつくる」、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」

及び「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携す

る」を４つの基本目標とし、取組を進めてきました。 

この間、国においては、地方経済も含めた日本経済の成長戦略をはじめ、一億総活躍、

働き方改革、人生 100 年時代等の取組を通じて、一人ひとりが自らのライフスタイルに応

じて、潤いのある充実した人生を送るための環境づくりを積極的に進めてきています。 

また、地方においては、農業、製造業、観光等の地域産業の振興や大学・企業の連携に 

よるイノベーションの創出・人材育成をはじめ、コンパクトシティ、小さな拠点等による

安心して生活ができる地方をつくるための様々なプロジェクトが展開されてきました。 

こうした中で、若い世代が地方に住まい、起業することで、人生の新たな可能性を探る

動きが芽生え、また、副業・兼業や、サテライトオフィスなどの多様な働き方や社会貢献

活動などを通じて、継続して地域との関わりを持つ動きも見られるところです。 

第２期「総合戦略」においては、この５年間で進められてきた施策の検証を行い、 優

先順位も見極めながら、「継続は力なり」という姿勢を基本にし、地方創生の目指すべき

将来や、2020 年度を初年度とする今後５か年の目標や施策の方向性等を策定するととも

に、まち・ひと・しごと創生本部が司令塔となって、関係省庁との連携をより一層強化

し、地方創生の動きを更に加速させていくとしています。 

 

（２）少子化の原因とそのための対応 

少子化の問題は、結婚機会の逸失や子育ての経済的負担感など、結婚や出産、子育ての

希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っていると考えられます。 

都道府県別のデータでみた場合、合計特殊出生率は、育児をしている女性の有業率の水

準が高いと高く、長時間労働をしている雇用者の割合が高いと低く、通勤時間が長いと低

くなっています（一定の相関がみられる）。 
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合計特殊出生率と強く関係する未婚率の水準の高低（地域差）は、男女ともに、若い男

性のパート・アルバイト等の割合、子育てをしている女性の有業率の水準、男女の人口比

で一定程度説明することができます。育児をしている女性の有業率の水準は、長時間労働

や通勤時間のほか、保育所の整備量とも一定の相関があることなどから、少子化には、男

性及び女性の「働き方」が深く関わっていることが示唆されます。 

また、出生率が比較的高い市町村や、出生数や出生率の向上を実現している市町村の要

因や背景等を分析すると、働き方改革の取組、子育て支援、産業振興、まちづくりなどの

基本的な施策が若い世代の支援として機能しているか、地域コミュニティが形成されてい

ること、企業等が若い世代を大切にする意識を持つこと、地域の伝統や文化への意識など

の要素が重要であり、行政による取組だけでなく、地域全体での創意工夫により、暮らし

やすく、地域に誇りを持てるような地域づくりにつながっているか、夫婦が協力して仕事

と子育てに取り組むことに加え、地域や企業等がこうした子育て世代の両立の重要性を理

解し、必要な支援を行うなど、地域一体となって子どもを育てるという意識が醸成されて

いるかといったことが、地域ごとの出生率等に影響を及ぼす要因として示唆されていま

す。 

 

少子高齢化により人口減少が急速に進行している中、東京圏への一極集中の傾向が継続

し、若年層を中心として地方から東京圏に人口が流出していること等により、地方におけ

る人口、特に生産年齢人口が減少しています。このため、地方においては、地域社会の担

い手が減少しているだけでなく、消費市場が縮小し地方の経済が縮小するなど、様々な社

会的・経済的な課題が生じています。この状況が継続すると、人口減少が地域経済の縮小

を呼び、地域経済の縮小が更に人口減少を加速させるという負のスパイラルに陥ることと

なります。また、都市機能の維持には一定の人口規模と密度が必要なことから、人口減少

により都市機能を維持することが困難となり、地域の魅力・活力を低下させ、更なる人口 

流出を招くおそれがあります。中山間地域や農山漁村等においては、日常の買い物や医療

など地域住民の生活に不可欠な生活サービスの維持・確保が困難になるおそれがありま

す。 

以上のような人口減少や、東京圏への一極集中がもたらす危機を国と地方公共団体がし

っかりと共有した上で、各地域が意欲と熱意を持ち、その地域の強みや魅力を活かした取

組を自主的・主体的に行うことが重要であり、この取組を国が支援することが基本です。  

具体的には、人口減少を和らげるため、結婚、出産、子育ての希望をかなえ、生活面の

充実を図るとともに、文化や歴史、街並み等を活かした「暮らしやすさ」を追求し、地方

の魅力を育み、ひとが集う地域を構築することを目指す必要があります。さらに、世界も

視野に入れて、競い合いながら、観光、農業、製造業など、地域ごとの特性を活かして域

外から稼ぐとともに、域外から稼いだ資金を地域発のイノベーションや地域企業への投資
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につなげる等、地域の隅々まで循環させることにより、地域経済を強くしていくことが大

切です。 

この取組を進めるに当たり、気候、人口規模、立地など、地域の実情は多様であること

から、これに応じて、地域が幅広い観点で取組を進められるようにすることが重要です。

また、人口減少は、その歯止めに時間を要し、歯止めをかけたとしても一定の人口減少が

進行していくと見込まれることから、生活・経済圏の維持・確保や、生産性の向上などに

取り組み、人口減少に適応した地域をつくる必要があります。 

 

将来にわたって「活力ある地域社会」の実現 

 人口減少を和らげる 

結婚・出産・子育ての 

希望をかなえる 

魅力を育み、ひとが集う 

 
地域の外から稼ぐ力を 

高めるとともに、 

地域内経済循環を実現する 

 

人口減少に適応した 

地域をつくる 

 

 

「一極集中」の是正 
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２ 第２期地方創生総合戦略策定の主旨 
 

（１）赤村第２期地方創生総合戦略策定にあたって 

これまで続いてきた人口減少を和らげるため、結婚、出産、子育ての希望をかなえ、生活

面の充実を図るとともに、本村の文化や歴史、産業等の強みを活かした「暮らしやすさ」を

追求し、魅力を育み、ひとが集う地域を構築することを目指します。 

さらに、広域も視野に入れて、競い合いながら、農業、観光、製造業など、地域の持つ特

性を活かして域外から稼ぐとともに、域外から稼いだ資金を地域発のイノベーションにつ

なげる等、地域の隅々まで循環させることにより、地域経済を強くしていきます。 

また、人口減少は、その歯止めに時間を要し、歯止めをかけたとしても一定の人口減少

が進行していくと見込まれることから、生活・経済圏の維持・確保や、生産性の向上などに

取り組み、人口減少に適応した地域をつくっていくこととします。 

 

（２）政策の五原則 

地方創生総合戦略の各施策は、次の政策五原則に基づき進めます。 

① 自 立 性： 各施策が一過性の対症療法的なものにとどまらず、構造的な問題に対処し、

地方公共団体・民間事業者・個人等の自立につながるようなものであるよ

うにする。 

② 将 来 性：地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援する

施策に重点を置く。 

③ 地 域 性： 国による画一的手法や「縦割り」的な支援ではなく、各地域の実態に合っ

た施策を支援することとする。 

④ 直 接 性： 限られた財源や時間の中で、最大限の成果を上げるため、ひとの移転・し

ごとの創出やまちづくりを直接的に支援する施策を集中的に実施する。 

⑤ 結果重視：効果検証の仕組みを伴わないバラマキ型の施策は採用せず、明確な PDCA

メカニズムの下に、短期・中期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を客

観的な指標により検証し、必要な改善等を行う。 
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第２章 第２期地方創生総合戦略 

 

１ 第２期地方創生総合戦略の期間と推進体制 
 

（１）対象期間 

国や県の総合戦略の対象期間を踏まえ、令和２年度～令和６年度までの５か年の計画と

します。 

 

（２）推進体制 

本計画は令和６年度の目標年次に向けて着実に実施していきます。また、本計画は成果

（アウトカム）を重視し、数値目標、重要業績評価指標（KPI）に基づいて施策や事業の効

果を検証し、必要に応じて本計画を改訂していくという PDCAサイクルのもと、推進して

いきます。 

 

（３）目標指標 

「直接的・中間的な成果」を KPI と呼びます。KPI とは、Key Performance Indicator の

略で、重要業績評価指標とも呼ばれます。KPI は最終的な目標を達成するための、過程を

計測する中間指標のことです。最終的な目標を達成するためには、様々な過程を経なけれ

ばいけません。その最終目標を達成するために不可欠な過程を洗い出し、過程をどのくら

いの状態で通過できれば、最終的な目標が達成できるか、そしてしっかりとクリア出来て

いるかどうかを数値で計測するのが KPI です。 

また、最終的な目標は KGI と呼ばれています。KGI とは、Key Goal Indicatorの略で、

最終目標が達成されているかを計測するための指標のことで、基本目標のことを指し、重

要目標達成指標とも呼ばれます。 

 

 

 

 

 

 

  

KGI 

KPI KPI KPI KPI 
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２ 赤村第２期地方創生総合戦略の策定 
 

本村が、将来にわたって「活力ある地域社会」の実現を目指すため、第１期の成果と課題

等を踏まえて、第１期「総合戦略」の政策体系を見直し、以下のとおり、次の４つの基本目

標と２つの横断的な目標の下に取り組むこととします。 

 

 

No 目標 施策の項目 

基本目標１ 
稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働け

るようにする 

１ 基幹産業である農業のさらなる振

興 

２ 農商工観光連携による新たな雇用

創出 

３ 女性や高齢者が輝ける雇用の機

会づくり 

基本目標２ 新しい人の流れをつくる 
１ 交流人口の拡大とファンづくり 

２ 赤村暮らしの基盤づくり 

基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
１ 地域ぐるみの子育て支援体制づく

り 

基本目標４ 
ひとが集う、安心して暮らすことができる

魅力的な地域をつくる 

１ 協力と連携による魅力ある地域づ

くり 

２ 赤村らしい住みよさの追求 

横断的な目標１ 多様な人材の活躍を推進する 

横断的な目標２ 新しい時代の流れを力にする 
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基本目標１ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働ける

ようにする 
 

人口減少が進行し、特に、労働力人口の減少、消費市場の縮小が懸念される中、ひとが訪

れ、住み続けたいと思えるような地域を実現するためには、地域の稼ぐ力を高め、やりがい

を感じることのできる魅力的なしごと・雇用機会を十分に創出し、誰もが安心して働けるよ

うにすることが重要です。このため、地域の特色・強みを活かした産業の振興や企業の競争

力強化を図り、効果的に域外から稼ぎ、効率的に域内で富を循環させる地域経済構造を構築

することが大切です。 

具体的には、農業、観光業、製造業などの強みを有する産業を見定め、生産性向上やイノ

ベーション創出の基盤となる市場競争の促進に向けて、地域の中小企業が思い切った経営革

新やチャレンジに取り組める環境の整備等を進めます。 

さらに、こうした取組を通じた村への地域経済の活性化を推進するに当たり、最も重要な

要素は「ひと」であることから、地域企業の成長戦略を実現するために必要な専門知識や、

ノウハウ、経験を有する人材の育成・確保に一層取り組んでいきます。他方、様々な人々が

地方で安心して働けるようにするためには、地域の稼ぐ力を高めるだけではなく、多様化す

る価値観やライフスタイル・ワークスタイルも踏まえ、誰もがその力を発揮できる就業環境

や自分の居場所を見出せる環境づくりを通じて、しごとの場であり生活の場である地域全体

の魅力を高めることが必要です。 

 

【基本目標】 

就業者数の向上或いは維持（平成 27年国勢調査 1,316人） 
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１ 基幹産業である農業のさらなる振興 

(１) 農業の生産基盤の充実 

No 事業名 事業内容 

① 
環境にやさしい農業の推進 

【産業建設課産業振興係】 

環境保全型農業（有機農業）直接支払支援事業に取り組む組織

づくりを進めます。 

② 

多品種など計画的な生産体

制の確立 

【産業建設課産業振興係】 

認定農業者を増やし、多品種など計画的な生産体制の確立を図

り、村の農産物のブランド化、特産品の開発を目指します。 

③ 
新規就農の支援体制の確立 

【産業建設課産業振興係】 
新規就農者を増やしていくために、支援体制を確立します。 

 

【この分野の重要業績評価指標（KPI）】 

 単位 方向 
平成 30年度 

(基準値) 

令和 6年度 

(目標値) 

農業算出額 
万円 

➚ 2億 4,000万 

(平成 29年) 

維持 

新規就農者数 人 ➚ 5 7 

 

２ 農商工観光連携による新たな雇用創出 

 (１) 外貨獲得のための販売力強化 

No 事業名 事業内容 

④ 

赤村特産物センターと生産

者（出荷者）の連携強化 

【産業建設課産業振興係】 

地域営農指導員や地域おこし協力隊が生産者との連携に取り組

むとともに、赤村特産物センター運営協議会、村で連携を行い

よりよい施設になるよう施設整備や販売力強化に取り組みま

す。 

⑤ 

地産外商やブランド化の促

進（販路拡大） 

【政策推進室】 

地域おこし協力隊、地域商社などの導入検討を行い、観光プラ

ンやお土産品など新商品等を開発します。 

 

【この分野の重要業績評価指標（KPI）】 

 単位 方向 
平成 30年度 

(基準値) 

令和６年度 

(目標値) 

赤村特産物センターの売上(年間) 万円 ➚ 1億 8,000万 維持 
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(２) 六次産業化や観光での雇用創出 

No 事業名 事業内容 

⑥ 

赤村らしい食メニューや加

工品の強化 

【産業建設課産業振興係】 

【政策推進室】 

赤村らしい食メニュー、加工品・特産品を開発します。 

⑦ 

トロッコ列車や源じいの森

など観光分野の新規事業お

こし 

【政策推進室】 

あかむらトロッコの会や平成筑豊鉄道等と連携し、観光列車や

観光資源の活用により観光分野の新規事業を開拓します。 

地域おこし協力隊の導入（源じいの森等）。 

 

【この分野の重要業績評価指標（KPI）】 

 単位 方向 
平成 30年度 

(基準値) 

令和６年度 

(目標値) 

源じいの森入場者数 人 ➚ 17万人 20万人 

 

３ 女性や高齢者が輝ける雇用の機会づくり 

(１) 女性の雇用の場づくり 

No 事業名 事業内容 

⑧ 
赤村特産物センターなどで

の女性が働ける環境づくり 

村内で女性や高齢者が働ける環境づくりを進めます。 

「しごとコンビニ」組織を発足させ、組織が村内・周辺市町で

の就労場所をあたり、受けた依頼により登録された女性や高齢

者に仕事を斡旋します。 

 

【この分野の重要業績評価指標（KPI）】 

 単位 方向 
平成 30年度 

(基準値) 

令和６年度 

(目標値) 

女性の就業者数（平成 27年国勢調査） 人 ➚ 602 722 
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基本目標２ 新しい人の流れをつくる 
 

全国的な景気回復が続く中で、東京圏や福岡圏への一極集中の傾向は継続しています。 

大都市圏への転入超過数の大半は若年層であり、多くの若者が進学、就職の機会を捉えて

集まってきているものと考えられます。 

地方へのひとの流れをつくるため、「地方にこそ、チャンスがある」といった若者等の夢や

希望を抱いて地方へ移住する動きを支援し、村に訪れ、住み続けたいという希望の実現に取

り組みます。 

また、村への移住・定着を促進するためには、第１期で取り組んできた地方移住を直接促

進する施策を引き続き展開するだけでなく、将来的な移住にもつながるよう、村に対して継

続的に多様な形で関わる関係人口の創出・拡大に取り組むとともに、企業や個人による地方

への寄附・投資等により地方創生の取組への積極的な関与を促すなど、資金の流れの創出・

拡大を図ります。 

 

 

【基本目標】 

観光入込客数の向上(平成 31年 391,167人)  
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１ 交流人口の拡大とファンづくり 

(１) 情報発信によるファンづくり 

No 事業名 事業内容 

⑨ 

赤村の地域情報・観光情報

の発信内容の充実 

【政策推進室】 

村のホームページリニューアルについて、村内・村外を問わず

アイデアを受け付け、良いものについて顕彰するとともに、そ

れを村のホームページに取り入れます。また、村内にある歴史

遺産や岩石山などの自然遺産の魅力発信を行い、赤村のファン

づくりや関係人口の創出・拡大に取り組みます。 

⑩ 
SNS 講座の開設 

【政策推進室】 

地域情報の発信について、ＳＮＳなどの手段を村民が使って多

彩に発信するために、SNS 講座を開設し、参加者に SNS の扱

い方・注意点を理解してもらい村のさまざまな情報の発信者と

なってもらう取組を進めます。 

 

(２) 赤村の魅力を伝える仕掛け 

No 事業名 事業内容 

⑪ 
Ｄｏ Ｙｏｕ 農？を含む体

験観光プログラムの充実 

農家等の民間が自主的に体験観光プログラムを開発できるよう

な仕掛けと組織づくりを進めます。 

 

【この分野の重要業績評価指標（KPI）】 

 単位 方向 
平成 30年度 

(基準値) 

令和 6年度 

(目標値) 

体験観光プログラム数 件 ➚ 4 6 

SNS講座受講者数 人 ➚ － 50 

 

２ 赤村暮らしの基盤づくり 

(１) 空き家ストック等の有効活用と住宅・宅地の整備 

No 事業名 事業内容 

⑫ 
空き家バンクの活用 

【政策推進室】 

空き家バンクを開設し、空き家の実態調査を行うとともに、本

村で空き家を借りたい人とのマッチングを行います。 

⑬ 

空き家の公営住宅としての

活用 

【産業建設課水道住宅係】 

空き家について、村が所有者との契約により、借り入れを行

い、改装・改造の後、公営住宅として活用します。 

空き家を村に貸すことができない状況があれば、その状況を把

握し、その状況を解決できるように手配を行います。 

⑭ 

定住のための分譲又は借地

宅地の新規整備 

【産業建設課水道住宅係】 

候補地を検討し候補地が決まり次第、調整・整備を行います。 
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No 事業名 事業内容 

⑮ 
住宅取得者に対する支援 

【政策推進室】 

村内で住宅取得をする場合に奨励金の支給、固定資産税の減免

制度を設けます。 

 

【この分野の重要業績評価指標（KPI）】 

 単位 方向 
平成 30年度 

(基準値) 

令和 6年度 

(目標値) 

空き家活用及び補助件数 件 ➚ 4 102 

 

(２) 若者のＵＩターン支援の強化 

No 事業名 事業内容 

⑯ 

大学進学の奨学金制度 

（返還不要）継続 

【各課連携 教育委員会】 

大学、短期大学、高等専門学校、専門学校等に進学のため奨学

金制度を続けます。 

⑰ 

国･県の移住･定住促進施策

との連携 

【政策推進室】 

地域おこし協力隊の受け入れを進めます。 

 

【この分野の重要業績評価指標（KPI）】 

 単位 方向 
平成 30年度 

(基準値) 

令和６年度 

(目標値) 

奨学金制度利用者数 人 ➚ 4 8 
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基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
 

わが国の出生数は減少が続いており、合計特殊出生率は、2018 年時点で 1.42 となってい

ます。少子化の進行は、若い世代での未婚率の増加や晩婚化に伴う第１子出産年齢の上昇、

就業状況の変化に伴う結婚・出産・子育てに対する経済的負担感や子育てと仕事の両立のし

にくさなどの要因が複雑に絡み合っているといわれます。 

こうしたことを踏まえ、地域や企業など社会全体として、男女ともに結婚、子育て、仕事

をしやすい環境整備が行われるよう、第２期子ども・子育て事業推進計画により実効性のあ

る少子化対策を総合的に推進します。 

具体的には、 結婚・出産・子育ての支援、仕事と子育ての両立に係る国全体の制度等の活

用を促進することに加え、村をはじめ各種団体等における結婚の希望をかなえる取組、子育

てのサポート体制、男女の働き方などの地域の実情に応じた少子化対策の取組を推進します。 

 

【基本目標】 

年間出生者数の向上（平成 30年 20人） ５年平均でみる 21.8人 

 

１ 地域ぐるみの子育て支援体制づくり 

(１) 身近な子育て支援 

No 事業名 事業内容 

⑱ 

子育て世代への総合的な支

援策の充実 

【住民課福祉環境係】 

子育て包括支援センターを開設するとともに、子育てセミナー

等を開き、子育て支援センターとして移行させる 

⑲ 

就学前保育や共稼ぎ家庭へ

の子育て支援の一層の充実 

【住民課健康増進係】 

乳幼児健診等の機会に専門職による相談を実施。乳幼児健診

（年５回）乳児相談（年８回）時。村内保育所から発達状況な

ど相談を受けた事案については、園での確認、また保護者と電

話や役場窓口で支援を実施します。 

⑳ 
公園など身近な遊び場の整

備 

自然が豊富で、全村公園といってもいい赤村であるが、最近で

は、子どもだけで山に入ってはいけない。子どもだけで川に遊

びに行ってはいけない。など安全上のことが親から言われ、子

どもたちは、結局、室内でのゲーム等に興じるという事態も起

きています。そこで、広い芝生広場・遊具・駐車場などを整備

し、自由に遊べる場所を確保することは住民満足度の向上の視

点からも効果的であり、近隣市町からも利用できるような交流

拠点となるため、今後、実現に向けて検討します。 

 

【この分野の重要業績評価指標（KPI）】 

 単位 方向 
平成 30年度 

(基準値) 

令和 6年度 

(目標値) 

子育てセミナー参加者数 組 ➚ 14 17 
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(２) 赤村らしい子育てや教育力の強化 

No 事業名 事業内容 

㉑ 

保育園から小中一貫教育の

切れ目のない取組強化 

【教育委員会】 

継続して保・小、小・中連絡会を開催し、児童生徒の情報を常

に共有し、一貫した教育指導を行います。 

㉒ 

農を起点とした食育、環境

教育、自然体験の充実 

【教育委員会】 

活用促進会議の結果をふまえ、特産物センター、産業建設課、教

務課、栄養教諭が連携し、生産者が提供できる時期、生産物を把

握し給食の献立に赤村の野菜を安定して計画的に取り入れます。 

㉓ 学力向上対策 

高校進学のための学習塾を村が運営します。塾講師は進学塾や福

岡県立大学等から招くことが考えられます。これをいずれは小学

校にまで拡大し、学力向上につなげます。 

①保護者の意向調査 ②進学塾との連携 ③実施場所・時間等の

決定 

㉔ 競技力向上対策 

中学校の部活動に専門性の高い講師を招き、競技力の向上を図り

ます。これをいずれは小学校にまで拡大し、競技力向上につなげ

ます。 

①保護者の意向調査 ②専門性の強化 ③実施場所・時間等の決

定 

 

【この分野の重要業績評価指標（KPI）】 

 単位 方向 
平成 30年度 

(基準値) 

令和 6年度 

(目標値) 

食育、環境教育、自然体験のカリキュラム数 本 ➚ 6 維持 
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基本目標４ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅

力的な地域をつくる 
 

訪れたい、住み続けたいと思えるような地域をつくるためには、地域資源を最大限に活か

し、地域に付加価値を持たせることで、魅力的な地域づくりを進める必要があります。 

このため、地域交通の維持・確保を進めるとともに、質の高い暮らしのためのむらの機能

の充実を図ります。あわせて、豊かな自然、観光資源、文化、スポーツなど地域の特色ある資

源を最大限に活かし、地域の活性化と魅力向上を図ります。 

また、急速な高齢化にも対応し、人々が地域において安心して暮らすことができるよう、

医療・福祉サービス等の機能を確保し、生涯現役の社会づくりを推進するとともに、地域に

おける防災・減災や地域の交通安全の確保を図ります。 

 

【基本目標】 

転入・転出数の均衡（平成 30年中 転入 92人、転出 104人） 

 

１ 協力と連携による魅力ある地域づくり 

(１) 大学との連携・広域連携 

No 事業名 事業内容 

㉕ 

大学と連携した地域活性化

策の研究 

【政策推進室】 

福岡県立大学をはじめ大学との連携による地域の魅力づくり

を、大学のゼミ生らと協議し、アイデアを実施に移していきま

す。 

「日本版ＤＭＯの設立による稼げる観光地創生」によりＤＭＯ

「田川広域観光協会」を中心に、観光事業者の有するノウハウ

を活用しながら、地域の各種事業者、まちおこしに取り組む

人々、行政、商工会等が連携して一体となって、より一層の観

光振興に取り組みます。 

同時に、ノウハウを「田川広域観光協会」が吸収し、多様な関

係者と協同しながら、田川地域の魅力を分かりやすく伝える統

一的なコンセプトを作り、観光地域づくりを実現するための戦

略を策定し、日々加速するマーケットに対応できる戦術の検

討、ＰＤＣＡサイクルを繰り返す持続性のある法人をつくるた

めの取組を進めます。 

㉖ 

地域医療ネットワークの構

築支援 

【政策推進室】 

㉗ 

圏域を網羅するコミュニテ

ィバスの運行支援 

【政策推進室】 

㉘ 

公共施設相互利用など村民

の利便性向上につながる広

域連携の促進 

【政策推進室】 

㉙ 
田川市郡の広域観光の促進 

【政策推進室】 

 

【この分野の重要業績評価指標（KPI）】 

 単位 方向 
平成 30年度 

(基準値) 

令和６年度 

(目標値) 

広域ネットワークの形成・活用 事業件数 ➚ 2 維持 
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２ 赤村らしい住みよさの追求 

(１) 豊かな環境と安全・安心の確保 

No 事業名 事業内容 

㉚ 

安全･安心のむらづくりの

推進 

【総務課】 

防犯カメラの設置により、被害等の抑止効果を拡充します。 

㉛ 

将来にわたる環境や景観を

維持するための方策研究 

【各課連携】 

景観計画の策定により、景観の維持・形成を軸に魅力あるむらづ

くりを進めます。 

 

【この分野の重要業績評価指標（KPI）】 

 単位 方向 
平成 30年度 

(基準値) 

令和６年度 

(目標値) 

防犯カメラ設置数 箇所 ➚ 6 9 

景観計画の策定 策定 - - 策定 
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横断的な目標１ 多様な人材の活躍を推進する 
 

地方創生の取組は、これを担う人材の活躍によって、初めて実現されます。地方創生の更

なる推進に向けては、地方創生の基盤を成す多様な人材に焦点を当て、その活躍を推進する

ことが重要です。 

このため、多様化、複雑化する地域の課題の解決に向けて、村だけでなく、地域外の企業、

NPO、住民など、地域に関わる一人ひとりが地域の担い手として自ら積極的に参画できるよ

う、多様なひとびとが活躍できる環境づくりを積極的に進めます。 

また、女性、高齢者、障害者、外国人など誰もが活躍し、多様性に富む豊かな地域社会をつ

くることが重要です。こうした地域社会を実現するためには、互助、共助の考え方も踏まえ、

様々な人々と交流しながらつながりを持って支え合う体制づくりが重要であり、このような

つながりや場の形成は、新しい発想やビジネスを生み出す力としても期待されます。 

 

横断的な目標２ 新しい時代の流れを力にする 
 

未来技術は、各々の地域特性に応じて有効に活用することで、地域が抱える課題を解決す

るだけでなく、モノやサービスの生産性や利便性を飛躍的に高め、産業や生活等の質を大き

く変化させ、地域の魅力を向上させるものと期待されます。 

このため、地域における Society 5.0 の推進に向けて、地域における情報通信基盤等の環境

整備を進めた上で、未来技術の活用による地域課題の解決、地域の魅力向上を図ります。 

また、持続可能なむらづくりや地域活性化に向けて取組を推進するに当たって、SDGs の

理念に沿って進めることにより、政策全体の全体最適化、地域課題解決の加速化という相乗

効果が期待でき、地方創生の取組の一層の充実・深化につなげることができると考えられま

す。このため、SDGsを原動力とした地方創生を推進します。 

SDGs は、先進国と開発途上国がともに取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標で、「誰

一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐ る広範な課題に統合的に

取り組むもので、2030 年を期限とする包括的な 17 の目標とその下に細分化された 169 のタ

ーゲットで構成されています。 

【SDGsの 17の目標】 

SDGs の取組は、少子高齢化の課題に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、それぞ

れの地域で住みやすい環境を確保して、将来にわたって活力ある社会を維持することを目的

とする地方創生につながるものです。したがって、第２期地方創生総合戦略においても、総

合計画と同様に SDGsの考え方を踏まえた施策の推進に取り組んでいきます。 
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 基本目標別施策・重要業績評価指標一覧 

No 目標 基本目標(KGI) 施策の項目 施策の小項目 事業 重要業績評価指標(KPI) 単位 
平成 30年度 

(基準値) 
令和６年度 
(目標値) 

基本目標１ 
稼ぐ地域をつくるとと
もに、安心して働ける
ようにする 

就業者数の向上或いは維
持（平成 27年国勢調査 
1,316人） 

１ 基幹産業である農業の 
さらなる振興 

(１) 農業の生産基盤の充実 
①環境にやさしい農業の推進 
②多品種など計画的な生産体制の確立 
③新規就農の支援体制の確立 

農業算出額 万円 
2億 4,000万 
(平成 29年) 

維持 

新規就農者数 人 5 7 

２ 農商工観光連携による 
新たな雇用創出 

(１) 外貨獲得のための販売力強 
  化 

④赤村特産物センターと生産者（出荷者）
の連携強化 

⑤地産外商やブランド化の促進（販路拡
大） 

赤村特産物センターの売
上(年間) 

万円 1億 8,000万 維持 

(２) 六次産業化や観光での雇用 
創出 

⑥赤村らしい食メニューや加工品の強化 
⑦トロッコ列車や源じいの森など観光分野 
 の新規事業おこし 

源じいの森入場者数 人 17万人  20万人 

３ 女性や高齢者が輝ける 
雇用の機会づくり 

(１) 女性の雇用の場づくり 
⑧赤村特産物センターなどでの女性が働け
る環境づくり 

女性の就業者数（平成 27
年国勢調査） 

人 602 722 

基本目標２ 
新しい人の流れをつ
くる 

観光入込客数の向上 
(平成 31年 391,167 人)  

１ 交流人口の拡大とファ 
ンづくり 

(１) 情報発信によるファンづくり 
⑨赤村の地域情報・観光情報の発信内容
の充実 

⑩SNS講座の開設 
体験観光プログラム数 件 4 6 

(２) 赤村の魅力を伝える仕掛け 
⑪Ｄｏ Ｙｏｕ 農？を含む体験観光プログラ
ムの充実 

SNS講座受講者数 人 ー 50 

２ 赤村暮らしの基盤づくり 

(１) 空き家ストック等の有効活用 
と住宅・宅地の整備 

⑫空き家バンクの活用 
⑬空き家の公営住宅としての活用（検討） 
⑭定住のための分譲又は借地宅地の新規 
 整備 
⑮住宅取得者に対する支援 

空き家活用件数 件 4 102 

(２) 若者のＵＩターン支援の強化 
⑯大学進学の奨学金制度（返還不要）継続 
⑰国･県の移住･定住促進施策との連携 

奨学金制度利用者数 人 4 8 

基本目標３ 
結婚・出産・子育て
の希望をかなえる 

年間出生者数の向上（平
成 30年 20人）  
５年平均でみる 21.8 人 

１ 地域ぐるみの子育て支 
援体制づくり 

(１) 身近な子育て支援 

⑱子育て世代への総合的な支援策の充実 
⑲就学前保育や共稼ぎ家庭への子育て支 
援の一層の充実 

⑳公園など身近な遊び場の整備 

子育てセミナー参加者数 組 14 17 

(２) 赤村らしい子育てや教育力 
の強化 

㉑保育園から小中一貫教育の切れ目のな 
い取組強化 

㉒農を起点とした食育、環境教育、自然体 
験の充実 

㉓学力向上対策 
㉔競技力向上対策 

食育、環境教育、自然体
験のカリキュラム数 

本 6 維持 

基本目標４ 

ひとが集う、安心して
暮らすことができる
魅力的な地域をつく
る 

転入・転出数の均衡（平成
30年中 転入 92人、転出
104人） 

１ 協力と連携による魅力 
ある地域づくり 

(１) 大学との連携・広域連携 

㉕大学と連携した地域活性化策の研究 
㉖地域医療ネットワークの構築支援 
㉗圏域を網羅するコミュニティバスの運行 
支援 

㉘公共施設相互利用など村民の利便性向 
上につながる広域連携の促進 

㉙田川郡の広域観光の促進 

広域ネットワークの形成・
活用 

事業件
数 

2 維持 

２ 赤村らしい住みよさの 
追求 

(１) 豊かな環境と安全・安心の 
確保 

㉚安全･安心のむらづくりの推進 防犯カメラ設置数 箇所 6 9 

㉛将来にわたる環境や景観を維持するた 
めの方策研究 

景観計画の策定 ー ー 策定 
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